
（別添　１）

事　　項 答　　申

所得係数「β」
標準のβ

（全国平均所得を１とした場合の県平均所得）

市町への配分方法
（２～４方式）

３方式
（均等割・平等割・所得割）

均等割、平等割
の比率

７：３
（均等割：平等割）

医療費指数
反映係数「α」

α＝１
（医療費水準を最大限反映）

保険料
激変緩和措置

　市町ごとの１人当たり保険料必要額の伸び率
が、医療給付費等の自然増による伸び率を超過す
る場合、超過部分を激変緩和の対象とする。

国保事業費納付金の徴収に関すること国保事業費納付金の徴収に関すること国保事業費納付金の徴収に関すること国保事業費納付金の徴収に関すること

【納付金算定に関する係数等の設定】
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